
松浪地区まちぢから協議会 第５回 運営委員会 議事要旨 

 

日時 平成２６年８月２０日（水）午前９時３０分から 

場所 松浪自治会館 

 

１ 開会（植松会長） 

 

２ 平成２６年度 移動式ホース格納箱設置協力のお願い（茅ヶ崎市市民安全部防災対策課） 

 ・１つの消火栓で広い範囲がカバーできるように移動式ホース格納箱の設置に協力していただきたい。 

（質問・意見） 

 ・火災発生時にみんなが消火栓をした場合、水圧が下がってしまうのではない。 

  →同地域で隣接する消火栓を同時に使用することは発生しにくい。消防の場合はポンプ車で水圧を 

上げて消火活動を行う。 

 ・設置場所に制限はあるのか。 

  →道路上は道路交通法により設置できない。また、段差が多いところでは運搬が困難なため設置は 

勧められない。ご家庭の庭先や半公共的な場所が設置するのには適している。 

 ・消火栓の耐震化はどうなっているのか。 

  →震度６弱で市内９万世帯のうち、１０００～２０００世帯で断水が発生すると予想されているが、 

この段階であればまだ使用が可能。しかし、それ以上の災害になってしまうと市内全域の多くの 

世帯で断水が発生してしまうので消火栓が使用できなくなってしまう。 

 ・クラスター火災が発生したときのみ地域住民が移動式ホース格納箱を使用できるのか。 

  →消防は通報から８分で現場に到着することを目指している。そのため、通報してから移動式ホー 

ス格納箱を火災現場まで移動し、設置している間に消防が到着してしまう。 

火災が発生するような地震は震度６弱からであり、その状況下では消防の回線がパンクしている 

ことが予想されるため、現場に消防が駆けつけることができない可能性がある。そういった際は 

移動式ホース格納箱を使用して消火活動をしていただきたい。 

また、東日本大震災の際も回線がパンクしたが、そういった時も使用していただいて構わない。 

 ・防火水槽で移動式ホース格納箱は使用できるのか。 

  →防火水槽は水を溜めているだけのものなので使用できない。ポンプ車であれば使用できる。管理 

は消防。 

 

３ 議事 

（１）コミュニティセンターの管理運営について 

①子どもの家使用規定 

 →９月の運営委員会までに内容を確認していただき、その時再度協議する。 

②印刷機器使用 

 →料金の設定は、地域内のバランスを考慮しながらまちぢから協議会で決定する。 

③展示スペース使用規定 



  

④掲示板使用規定 

 →地域で活動する団体のチラシや広報を掲載に関する規定。 

⑤情報公開規定 

 →各規定を求められた場合は申請書に基づいて公開するという規定。 

⑥個人情報保護規程 

（質問・意見） 

 ・これらの規定は他のコミュニティセンターのものをベースとしているのか。 

  →他館のものをベースとしている。しかし、地域にあった規定にするのが望ましいのでまちぢから 

協議会で協議していただきたい。 

 

（２）指定管理者申請書類について 

 ・一般的には公募だが、市としては地域の施設なので地域の人の手によって管理していただきたい。 

そのため、非公募としている。 

 ・事業計画書の中の組織表は他館のものを使用しているが、松浪地区では市内で初めてまちぢから協 

議会で管理・運営をするので組織表もまちぢから協議会を踏まえたものにする。 

（意見・質問） 

 ・まちぢから協議会としてコミュニティセンターの管理を行うのは初めてなので、今後運営を行って 

いくことで各規定の中で地域にそぐわないものも出てくる可能性がある。その際に各規定の内容を 

変更できるか。 

→可能である。各規定を変更しても条例に抵触することはない。 

 ・津波の避難デッキが設置されるが、これについても規定が必要ではないか。 

 ・コミセンの目的は地域集会施設だが、避難所としての役割もあるので防災倉庫を設置するが、配備 

する物品に関しては今後協議していく必要がある。 

 

（３）市民集会（９月１３日（土）開催）について 

①市民集会当日の内容について 

〇当日の進め方について 

・今年はテーマ型の意見交換。 

・各分野の討議テーマについて、まず行政から事前質問を踏まえて市の取り組みについて説明し、 

その後地域で取り組んでいることを説明する。行政・地域とお互いが取り組んでいるこ 

とを踏まえて今後行政と地域とが互いに協働して取り組んでいけることについて意見交換を 

する。 

   ・今年は回答集を市民集会開会前に配布し、回答を読んだうえで討議をできるようと考えている。 

（質問・意見） 

  ・市としては回答書を事前に配布するのであれば、取り扱うものに関連した担当課のみの出席と 

なるため、それ以外の回答に関する質問が出てしまった場合回答することができない。そのた 

め、取り扱う７項目以外の回答を除いた形で配付したいと考えている。 



→回答が市から地域に届いていない段階で決める事ではなく、また決めつけてはいけない。 

この件については役員会で協議させてほしい。 

   ・市民集会への参加を呼び掛けるチラシは配付するのか。 

    →全戸配布する。本日配布したものでは内容的に不足があるため、修正し、役員会で協議して 

いただく。 

 

②今後のスケジュールについて 

・８月２０日（水）運営委員会 

・８月２９日（金）市がまちぢからへ回答書を提出 

・９月３日（水）役員会：当日の進め方を審議 

→役割分担、取り上げる質問の選定等を検討 

・９月１０日（水）運営委員会：当日の進め方を合意 

→役割分担、取り上げる質問の選定等を検討 

・９月１３日（土）市民集会 

 

（４）（仮称）コミュニティカフェ部会設置前打合せについて 

  ・設置前打合せではコミカフェのコンセプトや運営方法の他、どういった設備の中でどのようなこ 

とができるのかを検討していく。 

  ・９月１７日の運営委員会で（仮称）コミュニティカフェ部会の設置を協議していただく。 

 

（５）その他 

  〇盆踊りの反省点について 

  ・今後どのような方法で運営を行っていくかはまだ体育振興会内では決まっていない。 

  ・売り上げは昨年と比較して上がった。（１、２日目ともに完売） 

  ・西日が強い中で焼きそばを作るのは熱中症の危険性がある。今後は場所やテントの設置について 

検討していく必要がある。 

  ・ジュースや缶ビールの空き缶への対処は何かできないか。 

   →ゴミ箱を設置できないか。 

   →緑が浜のイベントでは、資源循環課に依頼しゴミ箱を設置した。また、ゴミブースには子供た 

ちにボランティアとして協力してもらうとともにゴミの分別について学ぶ場となっている。 

   →今年は売ったもののゴミは売ったお店で引き取ってもらえるようにしたが、１日目はうまくい 

かなかった。 

   →受付にゴミを持ってきてしまう人もいた。 

   →ゴミ箱を設置については今後も引き続き協議していく。 

  ・お盆に開催してしまったため、里帰りをしていて参加できた人、できなかった人がいた。開催日 

時についても今後協議が必要である。 

   

 



  〇市民集会について 

  ・松浪一丁目自治会から追加の質問があったが、担当課へ振り分けてしまった後であり、時期的に 

も回答はできない。しかし、当日質問として受け付けていただいても良いか、協議していただき 

たい。 

→８月２９日以降の運営委員会で協議する。 

 

  〇コミセンへのピアノの寄贈について 

  ・先日の運営委員会では寄贈していただきたいということであったが、現在寄贈してくださる方の 

中で、寄贈先についてもう一度検討しているとのことなので、９月の運営委員会で追って報告す 

る。 

 

４ 市民安全部会からの報告 

 ・８月４日に第一回目の部会を開催した（２３名出席）。 

  →これまでの活動の報告、年間スケジュール、集めた資料（過去の市民集会回答集、通学路危険箇 

所パトロールなど）の概略の説明を行った。 

 ・９月末までに市民安全部会で取り扱う課題を部会で提示する。 

・警察からの交通事故・犯罪件数に関するデータの詳細が明らかになるのかどうかについて今後対処 

していきたい。 

（質問・意見） 

 ・市民安全部会として浜竹の冠水問題は扱っていくのか。 

  →扱うが、現在検討している取り扱うべき課題とは別のものとして扱っている。 

 ・今年の市民集会の回答は北村副部会長のもとにすぐ届くのか。 

  →すでに２３～２５年度分はデータベース化してあり、２６年度分も届き次第データベース化を進 

める。 

 

５ 防災対策部会からの報告 

・次回の防災訓練実行委員会は８月２１日に開催する。 

・９月１８日の実行委員会には防災対策課の職員の他、市の配備職員、学校の教員を加えての全体会 

での防災訓練のプログラムについて検討をする計画である。 

（質問・意見） 

 ・毎年松浪中学校のＰＴＡで炊き出しのボランティアを行っているが今年はどうするのか。 

  →今年は炊き出しを行う予定はないので、ボランティアの募集は行わない。 

 

６ 今後のスケジュールについて 

・８月２１日（木）１８時３０分～【防災対策部会】 

・８月２２日（金）１３時３０分～【市民安全部会 幹事会】 

・８月２６日（火）９時３０分～【コミュニティカフェ部会設置前打合せ】 

・８月２９日（金）市がまちぢからへ回答書を提出〆切 



・９月３日（水）９時３０分～【役員会】：当日の進め方を審議 

→役割分担、取り上げる質問の選定等を検討 

・９月１０日（水）９時３０分～【運営委員会】：当日の進め方を合意 

→役割分担、取り上げる質問の選定等を検討 

・９月１３日（土）市民集会 

・９月１７日（水）９時３０分～【運営委員会】 

・９月１８日（木）１８時３０分～【防災対策部会 防災訓練実行委員会】 

・１０月１５日（水）９時３０分～【運営委員会】 

・１０月１６日（木）１８時３０分～【防災対策部会 防災訓練実行委員会】 

 


